
※令和７年度以降は推定値

令
和
７
年
度
か
ら

国
民
健
康
保
険
税
率
を
引
き
上
げ
改
正
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険（
以
下
、

「
国
保
」と
い
う
）は
、
75
歳

を
迎
え
た
被
保
険
者
が
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
す

る
な
ど
、
被
保
険
者
数
が
減

少
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
医

療
の
高
度
化
や
長
期
化
に
よ

り
、
一
人
当
た
り
の
医
療
費

が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
厳
し
い
運
営
状
況

が
続
い
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
被

保
険
者
の
皆
様
に
納
付
い
た

だ
く
保
険
税
に
つ
い
て
も
、

一
定
の
額
を
確
保
し
な
け
れ

ば
国
保
制
度
を
維
持
す
る
こ

と
が
困
難
な
状
況
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
町
で
は
、
国
保
財
政
の
持

続
的
な
運
営
を
続
け
て
い
く

た
め
、
国
保
運
営
協
議
会
で

協
議
い
た
だ
い
た
結
果
を
受

け
、
令
和
７
年
度
か
ら
国
保

の
保
険
税
率
を
引
き
上
げ
改

正
し
ま
す
。

保
険
税
は
、
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
の
前
年
所
得
に
応
じ
て

計
算
さ
れ
、
世
帯
で
合
算
し
て
、
世
帯
主（
納
税
義
務
者
）に

課
税
さ
れ
ま
す
。

医療分
（国保に加入する
すべての方）

後期高齢者支援金分
（国保に加入する
すべての方）

介護納付金分
（国保に加入する
40～64歳の方）

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後

所得割
加入者の
所得金額（※）
に対して

6.40% 7.20% 2.90% 2.90% 2.15% 2.35%

均等割 加入者
１人当たり 21,000円 28,000円 10,000円 11,000円 10,500円 11,500円

平等割 １世帯
当たり 20,000円 20,000円 9,500円 8,500円 6,500円 6,500円

※�所得割額は、前年中の所得金額から基礎控除額の43万円を控除した額に税率をかけて
算出。

保険税率改正によるモデルケース
★夫婦（70歳代）　の２人世帯の場合
　夫：所得15万円（年金所得50万円、厚生年金収入160万円、雑所得（個人年金等）８万円）
　妻：所得０円（年金収入80万円）
　　� 《改正前》　� 《改正後》　� 《増減》　
　　　医療分� 71,600円� 86,800円� 15,200円
　　　後期高齢者支援金分� 33,850円� 34,850円� 1,000円
　　　介護納付金分� ０円� ０円� ０円　　
　　　合計（保険税額）� 105,450円� 121,650円� 16,200円
　　※上記の保険税額は、低所得世帯に対する軽減を反映していない金額です。

　
国
保
は
、
無
職
の
方
や
短
時
間
労
働
者
、

自
営
業
者
な
ど
、
会
社
の
健
康
保
険
に
加

入
さ
れ
て
い
な
い
人
を
対
象
と
し
て
い
る

た
め
、
他
の
健
康
保
険
と
比
べ
て
、
高
齢

者
や
低
所
得
者
の
加
入
割
合
が
高
い
と
い

う
構
造
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
一
人
当
た
り
医
療
費
は
医
療
の

高
度
化
、
長
期
化
に
よ
り
加
齢
と
と
も
に

高
く
な
り
、
グ
ラ
フ
の
よ
う
に
大
き
く
増

加
し
て
い
ま
す
。

増
加
し
て
い
る
一
人
当
た
り
医

療
費
が
県
か
ら
示
さ
れ
る
標
準

保
険
料
率
上
昇
の
主
な
要
因

【
国
保
被
保
険
者
数
の
減
少
】

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移
行
や
、

被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
を
経
て
国
保
被

保
険
者
数
は
減
少
し
て
お
り
、
今
後
も
減

少
は
さ
ら
に
加
速
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

て
い
ま
す
。

【
生
活
習
慣
病
の
増
加
】

　
長
期
療
養
を
必
要
と
す
る
が
ん
や
脳
・

心
臓
の
血
管
疾
患
な
ど
生
活
習
慣
病
の
患

者
が
増
え
て
い
ま
す
。

【
医
療
技
術
の
進
歩
】

　
新
し
い
薬
な
ど
が
開
発
さ
れ
た
こ
と

で
、
治
療
に
か
か
る
費
用
も
増
え
て
い
ま

す
。

国
民
健
康
保
険
財
政
の
持
続
的
な

運
営
の
た
め
に

　
国
保
は
、
私
た
ち
の
生
活
を
支
え
る
大

切
な
制
度
で
す
。
納
め
ら
れ
た
保
険
税
は

国
保
運
営
を
支
え
る
貴
重
な
財
源
と
な
り

ま
す
。

　
被
保
険
者
数
の
大
き
な
減
少
が
見
込
ま

れ
、
一
人
当
た
り
医
療
費
等
が
増
加
傾
向

と
な
っ
て
い
る
状
況
で
は
、
国
保
財
政
調

整
基
金
の
取
り
崩
し
の
み
で
対
応
す
る

と
、
数
年
で
基
金
が
枯
渇
し
て
し
ま
う
状

況
で
あ
り
、
一
定
の
基
金
を
活
用
し
た
上

で
の
保
険
税
率
の
引
き
上
げ
を
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
滋
賀
県
で
は
、

同
じ
所
得
、
同
じ
家
族
構
成
で
あ
れ
ば
、

県
内
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
同
じ
保
険
料

（
税
）と
な
る
よ
う
、
保
険
料
水
準
の
統
一

時
期
を
原
則
令
和
９（
２
０
２
７
）年
度
と

し
、
市
町
の
財
政
事
情
を
考
慮
し
令
和
11

（
２
０
２
９
）年
度
ま
で
の
移
行
期
間
を
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
町
で
は
、
一
定
の
基
金
を
活
用
し
つ
つ
、

で
き
る
限
り
変
動
の
少
な
い
、
な
だ
ら
か

な
税
率
の
引
き
上
げ
と
し
て
い
く
た
め
、

令
和
12（
２
０
３
０
）年
度
の
保
険
料
水
準

の
統
一
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
、
み
ん
な
で
助
け
合
お
う
と
い
う
制
度

で
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先
　
住
民
課�

保
険
年
金
担
当
　
☎
0
7
4
8-

5
2-

6
5
8
4

～
厳
し
さ
を
増
す
国
保
の
現
状
と
課
題
～

特
定
健
診
・
が
ん
検
診
、

歯
科
検
診
な
ど
の
定
期
的
な
受
診
で

生
活
習
慣
病
の
早
期
発
見
、
予
防
を

　
生
活
習
慣
病
の
中
に
は
、
自
覚
症
状
が
表
れ
な
い

ま
ま
進
行
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
が
ん
や
脳
・
心
臓
の
血
管
疾
患
な
ど
生
活
習
慣
病

の
早
期
発
見
、
予
防
に
は
、
定
期
的
な
健（
検
）診
で

健
康
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
年

に
１
回
は
健（
検
）診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
歯
周
病
は
動
脈
硬
化
を
進
行
さ

せ
る
な
ど
、
全
身
疾
患
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
定
期
的
に
歯
科
検
診
を
受

け
ま
し
ょ
う
。

　
国
保
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
が
健
康
で
あ
る
こ
と
が
、
医
療
費
削
減
に
つ
な
が
り

ま
す
。
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